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（仮称）草津市こども計画  新規事業一覧 

 

・第４章の２０９事業は、現時点（令和６年度）において実施している事業と令和７年

度以降に実施が予定されている事業です。 

・事業番号に（新規）と記載している事業は、現計画の期間内（令和２年度以降）に開

始された事業（あるいは従来から取り組んでいるが、こども大綱を踏まえてあらため

て位置付ける取組）および令和７年度以降から開始予定の事業です。なお、★印のあ

る事業は令和７年度以降から開始予定です。     【以下、一覧のとおり】 

 

事業 

番号 
事業名 事業内容（概要） 担当課 

1 

（新規） 

産前産後保険税軽減

の実施 

国民健康保険の被保険者の方で出産予定また

は出産された方の産前産後期間の保険税を軽

減します。 

保険年金課 

税務課 

10 

（新規） 

出産・子育て応援給

付金事業の実施 

全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・

子育てができるよう、妊娠期から伴走型相談

支援を充実し、経済的支援と一体的に、出産・

子育て応援給付金の支給を実施します。 

子育て相談センター 

22 

（新規） 

 

食農教育推進事業

（はたけのこ体験事

業） 

就学前教育・保育施設の園児を対象に、草津

市の伝統野菜である「山田ねずみ大根」を「育

てる」、「収穫する」、「食べる」といった一貫

した食農教育を実施します。 

農林水産課 

34 

（新規） 

保育士等奨学金返還

支援事業 

大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学

し、卒業後に新たに市内の保育施設等へ就職

した保育士に対し、奨学金返還に係る費用を

支援することで、職場への定着を促進し、保

育人材の確保を図ります。 

幼児課 

35 

（新規） 

保育士等就職定着応

援支援事業 

保育士の確保が困難な状況下にあることか

ら、働きがいのある就業環境を構築し、離職

を防止するため、市内の私立保育施設等に新

たに就職された保育士を対象に「就職定着応

援支援金」を支給します。 

幼児課 

47 

（新規） 
紙おむつ無償化事業 

定期的に市内の保育施設等に紙おむつをお届

けし、おむつへの名前書きや補充等の保護者

の負担や、保育士のおむつ管理に係る負担を

軽減し、保育の質の向上を目指します。 

幼児課 

48 

（新規） 

読み聞かせスキル向

上講座への講師派遣 

保育士や支援員等に向けた、子どもに絵本を

選んだり、読み聞かせを行ったりするスキル

向上のための研修講座に、司書を講師として

派遣します。 

図書館 

49 

（新規） 

就学前施設貸出用図

書セットの整備  

就学前施設での利用に合わせた図書セットを

整備し、要望に応じて団体貸出や配本サービ

スを行います。 

図書館 

50 

（新規） 

小中学生および高校

生等の医療費助成 

小中学生および高校生等の医療費の自己負担

分について、全部または一部を助成します。 
保険年金課 

53 

（新規） 
すくすく応援事業 

１歳未満の子どもがいる世帯に対して、「草津

市すくすく応援事業」としておむつ等の購入

費用の助成を行い、子育て支援の充実を図り

ます。 

子育て相談センター 

当日資料 
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事業 

番号 
事業名 事業内容（概要） 担当課 

54 

（新規） 

子育て世帯への市指

定ごみ袋支給事業の

実施 

紙おむつ等が常時必要な２歳未満の子がいる

世帯に対して、経済的負担の軽減を図るため

ごみ袋を支給します。 

子育て相談センター 

57 

（新規） 

★ 

第３子以降保育料無

償化事業（市単独） 

第３子以降の保育料について、所得制限なし・

年齢制限なしでの無償化を実施することで、

広く子育て世帯の負担を軽減し、多子世帯に

とって子育てしやすいまちの実現を目指しま

す。また、第２子への無償化の拡大について

検討します。 

幼児課 

64 

（新規） 

「不登校のこどもた

ちの保護者の集い」

の実施 

市のスクールソーシャルワーカーや臨床発達

心理士等のスーパーバイザーによる不登校の

子どもたちとの関わり方のコツや将来の進路

についてのアドバイス等を受けながら、親同

士で様々な疑問や不安を語り合い、交流する

機会として実施します。 

教育研究所 

76 

（新規） 

★ 

乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園

制度） 

乳幼児に対して、多様な人と関わる機会等を

提供するとともに、保護者の孤立感・不安感

の解消や育児負担の軽減、親としての成長等

を各家庭の状況等に応じて切れ目なく支援す

るため、月一定時間までの利用可能枠の中で、

就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用でき

る新たな通園支援を進めます。 

幼児課 

幼児施設課 

91 

（新規） 

児童生徒の心と体の

健康観察推進 

児童生徒の心と体の健康について、これまで

の体調不良のみならず、心理的ストレスや悩

み、いじめ、虐待、不登校等の心の問題の早

期発見・早期対応ができるよう、ＩＣＴ（情

報通信技術）機器による健康観察を推進しま

す。 

児童生徒支援課 

学校教育課 

学校政策推進課 

96 

（新規） 

草津市子どもはぐく

み事業（子ども食堂

支援事業） 

市内で継続的に子ども食堂を実施している運

営者への支援を通じて、顕在化しにくい、子

どもが抱える悩みや課題などを探り、併せて

子どもへの食事の提供および安心して過ごす

ことのできる居場所の提供を促します。 

子ども家庭・若者課 

99 

（新規） 

草津市フリースクー

ル利用児童生徒支援

補助金 

不登校の子どもたちの学びの場を提供し、将

来的に社会的自立ができるよう、草津市が認

定するフリースクールを利用する子どもの保

護者に対し、補助金を交付し支援します。 

児童生徒支援課 

102 

（新規） 

★ 

市ホームページやＳ

ＮＳ等を活用した市

政情報の発信と意見

聴取 

ＳＮＳ（X、LINE,YouTube など）や市ホームペ

ージを活用しながら、市政情報を発信すると

ともに、こども・若者からの意見を聴取する

工夫や手法等を検討します。 

広報課 

子ども・若者政策課 

105 

（新規） 

★ 

こども施策に関する

情報の発信 

国や県などが発信するこども施策やこども・

若者の意見聴取結果等の情報について、積極

的に周知を行い、「こどもまんなか社会」の機

運醸成を図ります。 

子ども・若者政策課 

106 

（新規） 

★ 

こども・若者との直

接対話の機会の創出 

小中学校や高校、大学、関係機関等とも連携

を行いながら、市とこども・若者との直接対

話の機会の創出を検討します。 

子ども・若者政策課 

107 

（新規） 

★ 

審議会へのこどもや

若者の参画の推進 

審議会等において、こども・若者が直接的、

間接的に施策決定に関わることにより、意見

が反映されるよう、こども・若者の積極的な

参画を検討します。 

子ども・若者政策課 

全所属 
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事業 

番号 
事業名 事業内容（概要） 担当課 

118 

（新規） 

スクール ESD くさつ

プロジェクト 

子どもたちが身の回りの事象を地球規模で考

え、他者と協働して身近なことから行動する

ことにより自己肯定力ややり抜く力、主体性・

探究性・協働性・社会性を養うため、地域と

学校に共通する課題解決のために、地域と協

働して学習する「スクール ESD くさつプロジ

ェクト」を市内小中学校で実施します。 

学校教育課 

126 

（新規） 

学習スペース「学－

being」の運営 

草津市立図書館、南草津図書館（フェリエ南

草津の草津市立市民交流プラザとの共用スペ

ース）に、図書館の資料貸出券を有する人は

誰でも無料で利用できる学習・読書スペース

の運営を行います。 

図書館 

140 

（新規） 

重層的支援体制整備

事業 

各分野・専門職の対応力を高め、支援関係機

関同士の連携を円滑にすることで、相談支援

体制の充実を図ります。 

人とくらしのサポー

トセンター 

142 

（新規） 

ＳＮＳ相談窓口に関

する情報発信 

若者が悩みの相談先として、必要な情報を得

ることができるように、ＳＮＳ相談窓口に関

する情報発信を行います。 

健康増進課 

143 

（新規） 

子ども・若者総合相

談窓口での相談支援 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ど

も・若者とその家族を支援するために、子ど

も・若者総合相談窓口を設置しています。 

子ども家庭・若者課 

145 

（新規） 

こども家庭センター

による相談支援体制 

妊娠期からこども・若者が社会的自立に至る

までの包括的・継続的な相談支援体制を図り

ます。 

家庭児童相談室 

子育て相談センター 

子ども家庭・若者課 

151 

（新規） 

子ども・若者の居場

所運営事業 

社会生活を送るうえで様々な悩みを抱えてい

る子どもや若者に対して、個性や能力に合わ

せた居場所を提供し、自己肯定感や自己有用

感を高め、社会参加や自立に向けたステップ

を歩めるよう支援します。 

子ども家庭・若者課 

166 

（新規） 

未熟児養育医療給付

事業 

出生体重が２，０００ｇ以下または医師（指

定養育医療機関）の判断により入院を必要 と

する満１歳未満の乳児に対して、その養育に

必要な医療に要する費用の一部を給付し ま

す。 

子育て相談センター 

167 

（新規） 

小児慢性特定疾病児

童等日常生活用具給

付事業 

小児慢性特定疾病の認定を受けた児童等(児

童福祉法または障害者総合支援法による施策

の対象とならない人)に、日常生活用具を給付

します。 

子育て相談センター 

195 

（新規） 

ヤングケアラーへの

支援 

本来大人が担うと想定されている家事や家族

の世話などを日常的に行っている、または行

っていると疑われると市が認める子ども・若

者がいる家庭に配食支援やヘルパーを派遣

し、家事や育児の支援を行います。 

子ども家庭・若者課 

205 

（新規） 
養育費確保推進事業 

養育費の取り決め内容の債務名義化を促進

し、継続した履行確保を図るため、養育費の

取決めを行うひとり親に対し、養育費に関す

る公正証書等作成に必要な経費の補助を行い

ます。 

子ども家庭・若者課 

 


